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ニ
ク
ソ
ン
辞
任
の
意
外
な
背
景

　

ア
ン
ド
ル
ー•

ジ
ョ
ン
ソ
ン
第
17
代
大
統

領

（
在
任
１
８
６
５
～
69
年
）
は
、
弾
劾

裁
判
に
か
け
ら
れ
た
が
、
１
票
差
で
免
れ

た
。
２
人
目
は
、
第
42
代
の
ビ
ル•

ク
リ

ン
ト
ン
氏
（同
１
９
９
３
～
２
０
０
１
年
）
で
、

下
院
に
よ
る
訴
追
で
行
な
わ
れ
た
上
院
で

の
弾
劾
裁
判
で
は
、
有
罪
評
決
に
必
要
な

３
分
の
２
に
達
せ
ず
、
辛
う
じ
て
罷
免
は

免
れ
た
。

　

こ
こ
で
、
誰
も
が
第
37
代
大
統
領
の
リ

チ
ャ
ー
ド•

ニ
ク
ソ
ン
氏

（
同
１
９
６
９
～

74
年
）
を
思
い
出
す
だ
ろ
う
が
、
彼
は
弾

劾
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
前
に
辞
任
し
た
。

議
会
に
よ
る
罷
免
が
確
実
だ
っ
た
た
め
の

苦
肉
の
策
で
、
歴
史
上
、
自
ら
大
統
領
の

座
か
ら
降
り
た
唯
一
の
人
物
と
な
っ
た
。　

　

ニ
ク
ソ
ン
を
追
い
詰
め
て
行
っ
た
の
は
、
ワ

シ
ン
ト
ン•

ポ
ス
ト
紙
の
２
人
の
記
者
、
ボ

ブ•

ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
氏
と
カ
ー
ル•

バ
ー

ン
ス
タ
イ
ン
氏
で
、
新
聞
で
日
々
報
告
さ

れ
た
こ
の
経
緯
は
、
単
行
本

『
大
統
領
の

陰
謀
』
と
な
り
、
さ
ら
に
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
映

画
化
さ
れ
た
。

　

取
材
調
査
が
壁
に
ぶ
つ
か
る
た
び
、
ウ
ッ

ド
ワ
ー
ド
氏
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
不
思
議

な
存
在
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン•

ポ
ス
ト
の
編

集
部
で
、
「
デ
ィ
ー
プ•

ス
ロ
ー
ト
」
と
い

う
当
時
大
ヒ
ッ
ト
し
て
い
た
ポ
ル
ノ
映
画
の

題
名
を
符
号
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
。

　

彼
は
映
画
が
大
ヒ
ッ
ト
し
て
も
こ
の
情
報

源
を
明
か
さ
な
か
っ
た
。
が
、
事
件
か
ら

33
年
経
っ
た
２
０
０
５
年
に
、
マ
ー
ク•

フ

ェ
ル
ト
と
い
う
、
事
件
当
時
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
副
長

官
だ
っ
た
人
物
が
、
ヴ
ァ
ニ
テ
ィ
ー•

フ
ェ

ア
誌
上
で
自
分
が
デ
ィ
ー
プ•

ス
ロ
ー
だ
っ

た
と
告
白
し
た
。
こ
の
時
点
で
、
フ
ェ
ル
ト

氏
は
認
知
症
で
記
憶
の
相
当
部
分
が
欠
落

し
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　

追
っ
て
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
氏
も
、
フ
ェ
ル
ト

氏
が
デ
ィ
ー
プ•

ス
ロ
ー
ト
だ
っ
た
と
認
め
、

『デ
ィ
ー
プ•

ス
ロ
ー
ト　

大
統
領
を
葬
っ

た
男
』
を
上
梓
し
た
。

　

ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
氏
の
記
述
で
多
く
の
事
は

明
ら
か
に
な
っ
た
。
フ
ェ
ル
ト
氏
と
の
出
会

い
は
全
く
の
偶
然
だ
。
１
９
６
９
年
頃
、
当

時
国
防
総
省
に
勤
務
す
る
海
軍
大
尉
だ
っ

た
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
氏
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス

に
書
類
を
届
け
に
行
き
、
創
設
ス
ペ
ー
ス

で
偶
然
隣
に
座
っ
て
い
た
の
が
フ
ェ
ル
ト
氏

だ
っ
た
。

  

ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
氏
は
一
面
識
も
な
い
相

手
に
話
し
か
け
、
当
時
は
フ
ー
バ
ー
Ｆ
Ｂ

Ｉ
長
官
の
監
察
室
長
だ
っ
た
、
若
き
日
の
マ

ー
ク
氏
と
親
し
く
な
っ
た
。

　

一
方
の
フ
ェ
ル
ト
氏
は
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ

ー
ト
事
件
の
頃
に
は
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
副
長
官
に
な

っ
て
い
た
が
、
彼
を
引
き
上
げ
て
く
れ
た
フ

ー
バ
ー
長
官
は
死
去
し
て
し
ま
い
、
当
然

長
官
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
フ
ェ
ル
ト
氏
は
副

長
官
に
留
め
置
か
れ
た
。
そ
し
て
ニ
ク
ソ

ン
大
統
領
は
、
長
年
の
忠
臣
で
あ
る
パ
ト

リ
ッ
ク•

グ
レ
イ
氏
を
長
官
代
理
に
任
命

し
た
。

　

ニ
ク
ソ
ン
氏
に
対
す
る
人
事
上
の
恨
み
が
、

フ
ェ
ル
ト
氏
を

「デ
ィ
ー
プ•

ス
ロ
ー
ト
」

と
い
う
内
部
密
告
者
に
し
た
の
だ
ろ
う
、

と
読
者
は
想
像
す
る
。
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
氏

は
ニ
ク
ソ
ン
氏
の
大
統
領
辞
任
後
、
マ
ー

ク
氏
と
は
会
わ
ず
に
し
て
お
り
、
『
大
統

領
を
葬
っ
た
男
』
を
書
く
頃
に
は
、
マ
ー

ク
氏
の
認
知
症
は
さ
ら
に
進
行
し
て
密
告

の
動
機
は
聞
け
ず
、
２
０
０
８
年
に
は
他

界
し
て
し
ま
っ
た
。

　

33
年
前
に
書
か
れ
た
『大
統
領
の
陰
謀
』

と

『大
統
領
を
葬
っ
た
男
』
を
続
け
て
読

史
上
初
の

「解
任
さ
れ
た
米
大
統
領
」
秒
読
み
か

国
際
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

　
　
　

戸
田
光
太
郎

  

ト
ラ
ン
プ
氏
ｖｓ

Ｆ
Ｂ
Ｉ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仁
義
な
き
戦
い

絶体絶命？のトランプ大統領（ホワイトハウス）
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む
と
、
今
回
危
機
的
状
況
に
あ
る
ド
ナ
ル

ド•

ト
ラ
ン
プ
氏
の
周
囲
で
も
、
い
ろ
い
ろ

と
人
間
臭
い
動
き
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
推

察
さ
れ
て
来
る
。

　

フ
ェ
ル
ト
氏
が
仕
え
た
フ
ー
バ
ー
氏
は
Ｆ

Ｂ
Ｉ
の
初
代
長
官
で
、
第
29
代
大
統
領
カ

ル
ビ
ン•

ク
ー
リ
ッ
ジ

（同
１
９
２
３
～
29

年
）
か
ら
、
第
37
代
の
ニ
ク
ソ
ン
氏
ま
で
、

８
代
の
米
大
統
領
に
仕
え
た
。
こ
れ
は
米

史
上
最
も
長
く
政
府
機
関
の
長
を
務
め
た

記
録
で
、
や
が
て
は
大
統
領
以
上
の
権
力

を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
彼
以
降
、

Ｆ
Ｂ
Ｉ
長
官
の
任
期
は
最
長
10
年
に
制
限

さ
れ
た
。

　

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
Ｆ
Ｂ
Ｉ
長
官
の
ジ
ェ

ー
ム
ズ
・
コ
ミ
ー
氏
を
突
如
解
任
し
た
。

理
由
は
、
ジ
ョ
セ
フ•

セ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
司
法

長
官
と
ロ
ッ
ド•

ロ
ー
ゼ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
司

法
副
長
官
か
ら
、
コ
ミ
ー
長
官
の
解
任
を

勧
め
る
書
簡
を
受
け
取
っ
た
か
ら
だ
、
と

ト
ラ
ン
プ
氏
は
説
明
し
た
。
「コ
ミ
ー
長
官

が
よ
い
仕
事
を
し
て
来
な
か
っ
た
か
ら
だ
」

と
い
う
の
だ
。

コ
ミ
ー
氏
は
ト
ラ
ン
プ
陣
営
の
ロ
シ
ア
疑
惑

「
ロ
シ
ア•

ゲ
ー
ト
」
を
捜
査
し
て
い
た
。

続
く
Ｎ
Ｂ
Ｃ
ニ
ュ
ー
ス
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、

ト
ラ
ン
プ
氏
は
コ
ミ
ー
氏
の
下
で
Ｆ
Ｂ
Ｉ
は

混
乱
し
て
来
た
と
指
摘
、さ
ら
に
彼
を
「目

立
ち
た
が
り
屋
」
で

「
ス
タ
ン
ド
プ
レ
ー

好
き
」
と
酷
評
し
た
。

　

こ
の
発
言
を
受
け
て
マ
ッ
ケ
イ
ブ
Ｆ
Ｂ
Ｉ

長
官
代
行
は
、
「
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
発

言
は
正
し
く
な
い
。
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
大
多
数
は
コ

ミ
ー
氏
と
良
好
な
関
係
を
享
受
し
て
い
た

し
、
長
官
は
Ｆ
Ｂ
Ｉ
内
で
大
き
な
支
持
を

得
て
い
た
」
と
反
論
し
て
い
る
。

　

フ
ー
バ
ー
氏
は
８
人
の
大
統
領
に
仕
え
る

内
に
、
政
治
的
な
反
対
者
や
活
動
家
に

対
し
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
を
使
っ
て
秘
密
フ
ァ
イ
ル
を

作
り
、
権
力
を
集
中
さ
せ
、
大
統
領
で
さ

え
彼
か
ら
の
報
復
を
恐
れ
て
手
を
出
せ
な

い
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
Ｆ
Ｂ

Ｉ
長
官
に
任
期
が
設
け
ら
れ
た
の
だ
が
、

コ
ミ
ー
氏
は
10
年
を
待
た
ず
に
解
任
。

元
部
下
達
が
総
出
で
復
讐
戦
か

　

さ
て
、
コ
ミ
ー
氏
は
人
格
者
で
人
気
者

だ
っ
た
と
い
う
。
残
さ
れ
た
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
メ
ン

バ
ー
は
、
長
官
代
行
の
マ
ッ
ケ
イ
ブ
氏
を
始

め
、
全
力
で
ト
ラ
ン
プ
氏
追
い
落
と
し
の

材
料
を
集
め
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
メ
デ
ィ

ア
に
リ
ー
ク
す
る
の
だ
。
ち
ょ
う
ど
、
フ
ェ

ル
ト
氏
が
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
氏
に
情
報
提
供

し
た
よ
う
に
…
…
。

　

ま
ず
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク•

タ
イ
ム
ズ
紙
が

す
っ
ぱ
抜
い
た
。
ト
ラ
ン
プ
氏
は
コ
ミ
ー
氏

に
、
国
家
安
全
保
障
担
当
の
フ
リ
ン
補
佐

官
と
ロ
シ
ア
の
関
係
に
関
す
る
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
調

査
を
中
止
す
る
よ
う
求
め
た
と
い
う
も
の

だ
。

　

コ
ミ
ー
氏
は
そ
の
際
の
会
話
を
詳
細
な
メ

モ
と
し
て
残
し
て
い
た
。
メ
モ
に
は
ト
ラ
ン

プ
氏
が
、
「こ
の
調
査
を
終
わ
ら
せ
、
フ
リ

ン
を
自
由
に
し
て
く
れ
。
彼
は
い
い
奴
だ
」

と
語
っ
た
と
い
う
も
の
だ
。

　

同
紙
が
入
手
し
た
メ
モ
に
よ
る
と
、
ト

ラ
ン
プ
氏
は 

ロ
シ
ア
の
セ
ル
ゲ
イ
・
ラ
ブ
ロ

フ
外
相
ら
と
会
談
し
た
際
に
、
コ
ミ
ー
氏

を

「頭
が
お
か
し
い
」
と
評
し
、
彼
を
解

任
し
た
こ
と
で

「ロ
シ
ア
に
関
し
て
受
け
て

い
た
大
き
な
圧
力
」
が
取
り
除
か
れ
た
と

話
し
た
と
い
う
。

 　

一
方
の
コ
ミ
ー
氏
は
、
議
会
の
公
聴
会

に
応
ず
る
と
回
答
し
た
。
た
だ
し
、
条
件

が
あ
る
。
公
聴
会
は
公
の
場
で
や
り
た
い
、

と
い
う
も
の
だ
。
本
誌
発
売
ま
で
に
は
、

多
く
の
新
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　

弾
劾
裁
判
と
な
れ
ば
長
丁
場
と
な
り
、

最
低
で
も
12
カ
月
は
か
か
る
。
１
年
後
に

ト
ラ
ン
プ
氏
が
罷
免
さ
れ
れ
ば
、
副
大
統

領
の
マ
イ
ク
・
ペ
ン
ス
氏
が
繰
り
上
げ
で
大

統
領
に
な
る
。

 

か
つ
て
、
ニ
ク
ソ
ン
氏
の
辞
任
で
副
大
統

領
の
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
フ
ォ
ー
ド
氏
が
大
統
領

に
な
っ
て
い
る
。
選
挙
で
選
ば
れ
な
か
っ
た

大
統
領
が
誕
生
し
た
の
だ
が
、
彼
は
大
統

領
と
し
て
ニ
ク
ソ
ン
氏
を
特
赦
し
た
こ
と
が

祟
っ
て
か
、
来
た
る
大
統
領
選
で
、
民
主

党
の
カ
ー
タ
ー
氏
と
の
戦
い
に
敗
れ
た
。

　

ち
な
み
に
、
「ペ
ン
ス
大
統
領
」
の
出
現
は
、

日
本
に
と
っ
て
追
い
風
か
も
し
れ
な
い
。
彼

は
副
大
統
領
に
な
る
ま
で
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ

州
の
知
事
だ
っ
た
。
日
本
企
業
の
多
い
州
で
、

彼
自
身
、
知
事
と
し
て
何
度
も
来
日
し
、

ト
ヨ
タ
や
ホ
ン
ダ
、
ス
バ
ル
、
三
菱
自
動

車
を
訪
問
し
て
い
る
。

　

彼
と
タ
ッ
グ
を
組
む
麻
生
太
郎
副
総
理

は
、
ペ
ン
ス
氏
が
来
日
し
た
際
の
議
事
録

に
目
を
通
し
て
、
「あ
い
つ
は
真
面
目
な
野

郎
だ
よ
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
万
が
一
、

諸
般
の
事
情
で
日
米
両
国
の
ト
ッ
プ
が
交

代
し
た
場
合
、
「
ペ
ン
ス
大
統
領
と
麻
生

総
理
」
と
い
う
“日
米
同
盟
結
束
コ
ン
ビ
”

が
誕
生
、
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
も
、
絵
空
事

だ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

FBI長官を解任されたコミー氏（FBI）
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